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Ⅰ 公園計画の前提 
 

１．公園整備の経緯 

国営沖縄記念公園首里城地区（以下、「首里城公園」という。）は、首里城跡地に沖縄復帰

記念事業の国営公園（都市公園法第２条第１項第２号ロ）として設置され、昭和61年度より

復元整備を進めている。 

 

1984（昭和59）年 9月 沖縄県が「首里城公園基本計画」（首里杜構想）を策定 

1986（昭和61）年11月 首里城跡約4haの整備が閣議決定 

 

【閣議決定】（昭和61年11月28日） 

沖縄の復帰を記念する事業の一環として、首里城跡地（沖縄県那覇市首里城跡地の面積約

４ヘクタール）の区域を国営沖縄記念公園首里城地区として整備する。 

 

1987（昭和62）年 2月 首里城公園（17.8ha）が都市計画決定 

1992（平成 4）年11月 首里城公園一部開園（供用面積約1.7ha） 

2013（平成25）年 3月 現在の開園面積 約2.8ha  

開園以来の累積利用者約4,470万人（２月末日現在） 

 

 

２．公園の規模（都市計画決定面積） 

17.8ha（都市計画決定は県営公園区域と一体で行っている。国営公園区域の閣議決定面積は

約4ha） 

 

３．公園の位置 
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Ⅱ 整備基本計画 

 

１．復元整備の意義 

（１）貴重な国民文化遺産の回復 

（２）新たな県民文化の創出 

（３）伝統技術の継承と発展 

（４）歴史的風土探訪の場の形成 

 

２．基本方針 

（１）首里杜
す い む い

構想との整合性及び首里城の歴史的風致に配慮した施設配置計画を行う。 

・首里の歴史的環境の枢要な拠点として、首里杜構想との整合に配慮する。 

・かつての首里城の地形､植生､各種構造物によって構成されている歴史的風致に配慮した施

設計画を行う。 

・県営公園区域と一体となった公園計画を図る。 

（２）歴史・文化の拠点として魅力ある施設整備を図る。 

・沖縄の優れた建造物（木造建築、石造建築、彫刻）の再生によって国家的文化遺産として

広く公開し、これを末永く継承していく。 

・首里城を沖縄県民の愛情や誇りの対象とし、共有財産として守り育む。 

・首里城の持つ歴史性や存在意識を通して、沖縄の歴史や文化を広く国民に知らしめ、今後

の沖縄の発展を考えるよすがとする。 

・沖縄の伝統文化の継承・発展、新たな文化の創造・学習の場ともなり得る施設整備を図る。 

（３）将来に向かって沖縄の歴史・文化の拠点となるよう多様な活用を図る。 

・沖縄の伝統・文化及び王朝時代の状況を展示・発表する。 

・沖縄固有の歴史・文化にかかわる行事、祭事、芸能等について積極的に導入を図り、多様

で変化に富んだ利用運営を図る。 

・運営管理については、地元住民の利用に配慮しつつ適正かつ効果的な公園管理を図る。 

・県営公園区域と一体となった公園管理を行うよう配慮する。 

（４）文化遺産の鑑賞、見学、体験という観光形態の充実を目指す。 

・国際交流の一助を担える施設内容を検討する。 

・沖縄固有の歴史・文化、琉球王国の往時の状況を展示、発表するなど沖縄の歴史・文化の

理解に役立つ施設内容とする。 
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３．整備現況 

首里城公園の整備状況等は、以下のとおりである。 
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４．整備計画 

 

（１）復元整備計画 

 

１）整備方針 

歴史的建物等の復元整備にあたって、以下の表のとおり遺構や古写真等の根拠資料に基づ

き復元タイプを設定する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規模・形状 材料 内観 材料

正殿 a b a a a a a b b a a 復元（特）
瑞泉門 a b a a a b - - - d c
漏刻門 a b a a a b - - - d c
右掖門 a b a a a b - - - d c
淑順門 a b a a b a a b b d c
二階御殿（２階） a b b a b b b b b b b
書院・鎖之間 a b b a b a b b b d a
南之廊下 a b b a b b b d d b c
西之廊下 b b b a b b b d d b c
広福門 a b b b b b b d d d d
南殿・番所 a b b a b b b d b b d
北殿 a b b a b b b d b b d
奉神門 b b b b b b b d d d d
二階御殿（１階） a b b a b b d d b d d
系図座・用物座 a b b d b c d d d d c 外観想定復元
供屋 d b b d b c d d d d c 外観再現
寝廟殿 b b b d b c d d d d c 平面表示
凡例／ａ：根拠資料数点以上。ｂ：１点～数点。c：その他（事例等）。ｄ：なし。（外観と間取りについては１枚でも根拠となる資料があればａとした）

規模・形状 材料 内観 材料

奥書院 b b b a b a d b b b b 準復元
世誇殿 b b a b b a ｃ ｃ d d c
黄金御殿 a b b b b b d c c b b
近習詰所 b b b b b b d c d d d
寄満 a b b d b b d d d d c
美福門 a b b d b b d d d d c
女官居室 d b b d d c d d d d c 外観再現
銭蔵 d b b d b c d d d d c 平面表示(休憩所)
係員詰所 d b b d b c d d d d c
世添殿 d b b d d c d d d d c 平面表示
金蔵 d b b d d c d d d d c

佐敷殿 - b b d b c d d d d c
大台所 b b b d b c d d d d c 整備・表示が困難
料理座 b b b d b c d d d d c
凡例／ａ：根拠資料数点以上。ｂ：１点～数点。c：その他（事例等）。ｄ：なし。（外観と間取りについては１枚でも根拠となる資料があればａとした）

公園の土地利用上整備・表示が困難なもの

聞き取り 古写真、
古文書

遺構・遺物、
古写真、聞き
取り

外観復元

外観想定復元

位置 外観 間取り
遺構 配置図等 遺構、配置図、

図面、古文書、
古絵図、文献

古写真 古絵図、
聞き取り

遺構・遺物、古
写真、聞き取り、
古文書

図面

復元タイプ
配置図等 遺構、配置図、

図面、古文書、

古絵図、文献

古写真

古写真
建物名称

根拠資料

復元タイプ

外部 内部

復元

準復元

外観復元

建物の復元タイプ区分（整備予定の建物）

遺構・遺物、古
写真、聞き取り、

古文書

図面 古写真 聞き取り 古写真、
古文書

遺構・遺物、
古写真、聞き

取り

古絵図、
聞き取り

建物の復元タイプ区分（整備済み建物）
根拠資料

外部
位置 外観 間取り

内部

遺構
建物名称

建物の位置や規模等を確認できる遺構、古写真はなく、配置図、古絵図、事例

等に基づいて外部を再現し、内部は公園機能を重視した建築物で歴史的位置
づけが重要または管理上必要不可欠な施設。

建物の位置や規模等を確認できる遺構、古写真はなく、配置図、古絵図等に基
づいて建物の輪郭のみを平面的に表示。

建物の位置や規模等を確認できる遺構、古写真はなく、配置図、古絵図等で建

物の輪郭のみは分かるが、公園の土地利用上整備・表示が困難なもの。

外観再現

平面表示

再
現
・

表
示

施設整備・表示が困難

復
元

外
観
復

元

復元（特）

往時の間取りは不明であるが、遺構、古写真、配置図、事例等の根拠資料に
基づいて外部を復元し、内部は公園機能を重視した建築物で、歴史的位置づけ
が重要で必要不可欠な施設。

外観復元

遺構、古写真、配置図、事例、聞き取り等の根拠資料に基づいて、往時の材

料・工法で内外部とも復元した建築物。

復元

外観想定復元 建築物を写した古写真は確認されていない。遺構、配置図、古絵図、事例に基

づいて外部を想定復元し、内部は公園機能を重視した建築物で歴史的位置づ
けが重要または管理上必要不可欠な施設。

遺構、古写真、配置図、事例、聞き取り等の根拠資料に基づいて、往時の材
料・工法で内外部とも復元した建築物。間取りについては一部想定している。

準復元

遺構、図面、古写真、配置図、事例、聞き取り等の根拠資料に基づいて、往時
の材料・工法でより完全に内外部とも復元した建築物。
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２)施設等整備計画

御内原の中心的建物であった奥書院、黄金御殿・寄満、近習詰所、世誇殿、女官居室や美福

門等の整備により国王・王族や女官たちの「生活や儀礼の空間」等の復元および展示・解説の充

実を図り、整備済の正殿等「行政空間」、京の内「祭祀空間」と一体となってより深みのある歴史・

文化を演出するとともに、休憩施設、多目的施設等の整備により利用者サービス向上に努め、公

園全体の魅力を高めます。

①奥書院

創建年は不明であるが、1715年に再建され昭和初期まで存在していた建物の準復元を

基本とし、休憩や文化遺産の鑑賞ができるよう整備する。

②黄金御殿

創建年は不明であるが、1715年に再建され昭和初期まで存在していた建物の外観復元

を基本とし、琉球文化の特別展示施設として整備する。

③寄満

創建年は不明であるが、明治後期まで存在していた建物の外観想定復元を基本とし、

展示物の収蔵庫等として、黄金御殿と一体的に整備する。

④近習詰所

創建年は不明であるが、昭和初期まで存在していた建物の外観復元を基本とし、連絡

通路、休憩所を整備する。

⑤世誇殿

創建年は不明であるが、昭和初期まで存在していた建物の外観復元を基本とし、正殿裏側

（御内原およびその周辺）一帯における展示・休憩場所として整備する。

⑥女官居室

創建年は不明であるが、明治期に存在していた思われる建物の外観再現を基本とし、イベ

ントや日常の道具類を収納する倉庫として整備する。

⑦美福門

創建年は不明であるが、明治期に消失したと思われる建物の外観想定復元を基本とし、御内

原およびその周辺の主要アプローチの景観要素として整備する。

⑧御内原およびその周辺

御内原およびその周辺については、首里城地区全体の供用に向けて復元整備等を進める。

また平面表示建物は上図のとおりとするが、銭蔵についてはあわせて休憩機能を持たせる。

建物配置と復元タイプ

凡例 ・黒字：整備済、・青字：整備予定
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（２）植栽計画

１）歴史的風致景観を回復する特徴的な植栽を行う。

①歴史・文化に根ざした植物景観の復元

城郭および周辺において、御嶽らしさを作り出す植物景観を復元し、往時を想起させ

る植栽を実現する。

②往時の姿に近づける

首里城に関する研究によって、新たな事実が判明した際、それらも踏まえながら、往

時の植生を推定し、それに近づける。

２）石灰岩域を基盤とした自然植生を回復する。

①基調となる植栽

首里城公園の植栽については、石灰岩を基盤とした潜在自然植生に近づけることを基

本とする。ただし、人為的に植えられた樹木や、根拠資料から往時の姿が推定できる箇

所については、事実に基づき植栽の目標像を定める。

３）都市公園として植栽に求められる必要な機能を確保する。

①快適性の確保

首里城公園は多くの観光客の訪れる都市公園であるため、歴史的風致景観を大きく損

なわない範囲で可能な限り緑陰樹を配置し、利用者の快適性にも対応した植栽とする。

②景観への配慮

首里城公園における植栽は、利用者へのサービスという視点から、眺望を阻害せず、

さらに魅力的に見せる植栽の実現を目指す。

③安全性の確保

首里城公園内における植栽は強風による倒木や落枝などによる思わぬ事故が生じない

よう、維持管理により、常に安全な状態を保つ。



（３）既存施設見直し 
 

平成４年の一部開園以降においても、各施設の整備済み建物等について、往時の首里城を解

明する新たな資料の発見・収集を行い、検証を行っている。これら新資料の発見・検証の結果、

追加・改修が必要な施設については、対応可能な部分の整備を進めていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―７― 
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５．管理運営計画 

首里城公園については、観光客を始め多くの利用者が琉球の歴史・文化に親しめるよう、県

営区域と一体となった公園管理を行う。 
（１）動線計画 

首里城公園の全園開園における利用動線および管理動線は、以下のとおりとする。 
なお御内原・北城郭地区等は、全面供用時の管理形態及び利用形態についての関係機関との

調整を含めた検討を行った後、具体的な動線計画を定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）管理動線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）利用動線 

近習詰所 

木曳門 

西のアザナ 
系図座・ 

用物座 
下之御庭 

御庭 正殿 

北殿 

番所 南殿 

鎖之間  書院 

御内原 

 

歓会門 

久慶門 

世誇殿 

二階御殿 
奥書院 

淑順門 

継世門 

美福門 

【歓会門からの緊急時の対応範囲】 

【木曳門からの緊急時の対応範囲】 

【管理用道路からの緊急時の対応範囲】 

管理車両ルート 

緊急車両ルート 

黄金御殿 
寄満 

京の内 

エレベーター 

      リフト 

健常者主要ルート 

身障者主要ルート 

健常者選択ルート 

健常者・身障者選択ルート 

黄金御殿 

寄満 (有料区域) 

(無料区域) 

(無料区域) 

継世門 

美福門 

近習詰所 

下之御庭 

木曳門 

西のアザナ 
系図座・ 

用物座 

御庭 正殿 

北殿 

番所 南殿 

鎖之間  書院 

御内原 

 

歓会門 

久慶門 

世誇殿 

二階御殿 
奥書院 

淑順門 
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（２）植栽管理計画 

京の内は、御嶽空間にふさわしい植栽景観が確保されるよう管理を行う。 

西のアザナは、御庭側や城外への眺望を維持するよう管理を行う。 

その他の植栽地は、歴史的な景観および都市公園に求められる機能を確保する管理を行う。 

 

（３）書院・鎖之間庭園管理計画 

露岩とマツ、ソテツの錯植で構成された本庭園にふさわしい景観をめざした育成・管理を行

う。 

 

（４）行催事計画 

御庭については、歴史的にみて国際交流の舞台であったと同時に、正殿前の厳粛的かつ神聖

な空間であったことから、それにふさわしい行催事を行う場とする。 

下之御庭については、従来の琉球王朝文化や沖縄伝統芸能等の発信に寄与する行催事を行う

場とする。 

 

（５）アーカイブ 

復元整備事業の過程で蓄積された資料を体系的に整理し、一般利用者、研究者等がより利用

し易いシステムを整備する。 

 

（６）その他利用運営等 

 

１）ユニバーサルデザイン計画 

歴史的景観に配慮しながら、移動や施設利用等において、来園する全ての人がわかりやす

く、安心して楽しめる公園づくりを推進し、移動円滑化、多国語解説、身障者に配慮した展

示などを推進する。 

 

２）体験学習プログラム 

首里城および琉球王朝への理解を深められるような体験学習プログラムの充実に取り組

み、人材育成・地域交流の促進を図る。 

 

３）首里城周辺との連携 

首里城公園および首里城周辺における歴史的、文化的資源を活用したまちづくりに寄与す

るため、首里城周辺歴史まちづくり協議会を通して、沖縄県・那覇市との連携を図る。 
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（参考資料） 

 

・既存施設見直しについて（検証結果及び対応状況） 
整備済み建物等について、新たな資料の発見・収集を行っている。新資料に基づき検証を行

った結果、現時点での対応状況は以下のとおりである。 

―参考資料― 

―12― 

 課題項目 改修の必

要性 

新資料の情報 改修の検討方法(H21.10時点) 現時点での 

対応状況又は

今後の方針 

■ 建築物     

イ 正殿正面の長押の唄（ば

い） 

有 正殿正面写真（明治前期頃、宮内

庁書陵部所蔵） 

・新資料の古写真の分析を行う。 H22整備済み 

ロ 正殿二階御差床（うさすか） 継続的検

証 

二階御差床高欄の一部と想定され

る写真（沖縄県立大学所蔵） 

・新たな資料・情報の収集を継続する。 調査の継続 

ハ 正殿大龍柱の向き 継続的検

証 

正殿正面写真（伊藤勝一所蔵） 

正殿正面写真（明治前期頃、宮内

庁書陵部所蔵） 

・新たな資料・情報の収集を継続する。 

・大龍柱の向きの変遷について整理す

る。 

調査の継続 

ニ 奉神門西側側面 有 明治期の奉神門正面写真（東京国

立博物館所蔵） 

・新資料の古写真の分析を行う。 H24～整備中 

ホ 奉神門中央階段石高欄の親柱

上の獅子 

有 明治期の奉神門正面写真（東京国

立博物館所蔵） 

・「実施設計」まで完了。 H22整備済み 

ヘ 奉神門基壇前の大型甕 有 明治期の奉神門正面写真（東京国

立博物館所蔵） 

・「実施設計」まで完了。公園利用の安全

対策が必要。 

H22整備済み 

ト 南殿・番所間の腰窓 有 明治前期の南殿写真（東京国立博

物館所蔵） 

・新資料の古写真等の分析を行う。 調査の継続 

 南殿2階縁側および手摺 継続的検

証 

明治前期の南殿写真（東京国立博

物館所蔵） 

・新資料の古写真等の分析を行う。 調査の継続 

チ 北殿中央張り出しの開口部 継続的検

証 

明治前期の北殿写真（東京国立博

物館所蔵） 

・新資料の古写真等の分析を行う。 H23整備済み 

 北殿東寄りの建具 継続的検

証 

明治前期の北殿写真（東京国立博

物館所蔵） 

・新資料の古写真等の分析を行う。 調査の継続 

リ 御庭の舗装 有 「横内図」（那覇市所蔵） ・「横内図」の分析を行う。 調査の継続 

ヌ 二階御殿屋門（やーじょう）

の軒先瓦 

継続的検

証 

聞き取り調査 ・新たな資料収集を行い、城内における

屋根瓦のあり方を整理する。 

H25以降対応 

予定 

■ 外構     

ヲ 漏刻門南側から櫓への石

段 

有 「横内図」 ・「横内図」の分析に基づき整備完了し

た。 

・漏刻（水時計）を設置した可能性があ

り、引き続き検討を要する。 

H21整備済み 

ワ 木曳門北側石積接続斜路 有 「横内図」 ・「横内図」の分析および遺構の確認を

行い具体的な検討を行う。 

調査の継続 

カ 歓会門および周辺（裏）の

地盤高さ 

有（記録す

る） 

歓会門内側古写真 ・新資料の古写真の分析を行う。 調査の継続 

タ 京の内および周辺（各御嶽

の門の形状） 

継続的検

証 

聞き取り調査 ・新たな資料を入手後に再検討を行う。 調査の継続 

レ 西のアザナ（城壁天端の角

度） 

継続的検

証 

 ・新たな資料を入手後に再検討を行う。 調査の継続 

ソ 寒水川川と流出経路の再

生 

有  ・地下水調査および地下構造の検討を

行った。 

H23一部整備

済み 

ツ 石積みの基本的な形態 (整備方針

検討） 

基本方針の見直し、事例調査、実

験による検証 

・石積の構造および意匠は基本的な課

題であり、今後の整備予定箇所への適

用を検討する。 

従来どおりの

積み方を継続

する 


